
                       
 

平成３０年１０月 ９日  

九 州 地 方 整 備 局  

建 政 部 

 

 

 

建設業者に対する監督処分について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

 

九州地方整備局 建政部 建設産業課長   廣瀬 祐一郎（内線６１４１） 

             建設産業課長補佐 竹下 憲一郎（内線６１４４） 

電話番号：092-471-6331（代表）  092－409－4201（直通） 

FAX番号：092-476-3511 

  

国土交通省九州地方整備局は、株式会社メンテック（福岡県久留米市）に対し、建設

業法に基づく監督処分を行いました。 

詳細は別紙のとおりです。 

 



建設業者に対する監督処分について 

 

 

 国土交通省九州地方整備局長は、下記のとおり建設業法（昭和２４年法律第１００号）に基づ

く監督処分を行った。 

 

記 

 

１．処分対象業者 

 

商  号 許可番号 代表者 所在地 

株式会社メンテック 
国土交通大臣許可 

（特-29）第 019402号 
尾関 美知 福岡県久留米市 

 

 

２．処 分 内 容 

 

 建設業法第２８条第３項の規定に基づく営業の停止 

 （１）期 間 

    平成３０年１０月２４日から平成３０年１０月２６日までの３日間 

 

 （２）停止を命ずる営業の範囲 

    福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域内におけ

るとび・土工工事業及び解体工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの 

 

（注１）「とび・土工工事業及び解体工事業に関する営業」とは、注文者からとび・土工工事又は解     

体工事を請け負う営業をいう。 

（注２）「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法（昭和４０年法律第３４号）別表第一に掲げ   

る公共法人（地方公共団体を除く。）又は建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号） 

第１８条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。 

 

 

３．処 分 理 由 

 

 株式会社メンテックの社員は、その業務に関し、法定の除外事由がないのに、平成２８年１１月

１８日に熊本県菊池市の養鶏場解体工事現場において、廃棄物である建築廃材等１１７０キログラ

ムを焼却した。 

 このため、同社及び同社社員は廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により平成２９年１１月

６日に久留米簡易裁判所からそれぞれ罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 

 このことが、建設業法第２８条第１項第３号に該当すると認められる。 


